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(57)【要約】
本発明は、クロス－ビーム部材と二つのトレーリングア
ームを含むツイスト－アクスルに関するものであり、各
トレーリングアームは、クロス－ビーム部材の二つの接
続領域のいずれかでクロス－ビーム部材に剛結合される
か、または、二つの接続領域と一体に形成され、二つの
接続領域のいずれかから延びている。クロス－ビーム部
材は、管状ブランクから形成されており、ねじり弾性の
中央部分と、二つのねじり剛性の接続領域を有している
。クロス－ビーム部材は、ねじり弾性の中央部分からね
じり剛性の各接続領域まで、該クロス－ビーム部材の長
さに沿って長手方向に変化する壁厚を有している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両のツイスト－アクスルに使用する単一の管状のクロス－ビーム部材であって、
　該ツイスト－アクスルは、二つのトレーリングアームを備えており、クロス－ビーム部
材はトレーリングアームの間に延びて、クロス－ビーム部材の二つの接続領域にトレーニ
ングアームが結合されて、一体のアクスルが形成されており、クロス－ビーム部材は、二
つの接続領域の間に形成された中央部分を含んでおり、該中央部分はねじり弾性を有し、
各接続領域は、各トレーリングアームを結合する接続領域の少なくとも一部に隣接してね
じり剛性を備えており、クロス－ビーム部材は、周方向にほぼ均一で、かつ、ねじり弾性
の中央部分からねじり剛性の各接続領域に長手方向に変化する壁厚を有している、ことを
特徴とするクロス－ビーム部材。
【請求項２】
　クロス－ビーム部材の壁厚は、ねじり弾性の部分からねじり剛性の各接続領域に滑らか
に変化することを特徴とする請求項１に記載のクロス－ビーム部材。
【請求項３】
　接続領域の少なくとも一部の壁厚は、中央部分の壁厚よりも大きいことを特徴とする請
求項１に記載のクロス－ビーム部材。
【請求項４】
　接続領域の少なくとも一部の壁厚は、中央部分の壁厚よりも小さいことを特徴とする請
求項１に記載のクロス－ビーム部材。
【請求項５】
　中央部分は、ねじり弾性を提供するように、ほぼ開口した断面の輪郭を有していること
を特徴とする請求項１に記載のクロス－ビーム部材。
【請求項６】
　クロス－ビーム部材は、二つの対向する端部と、端部のいずれかで形成された接続領域
を有しており、さらに、各接続領域は、クロス－ビーム部材の対向する各端部に形成され
た端部部分と、端部部分と中央部分との間に形成された移行部分と、を含んでおり、また
、端部部分はねじり剛性であることを特徴とする請求項１に記載のクロス－ビーム部材。
【請求項７】
　クロス－ビーム部材は、横断面輪郭を有しており、該横断面輪郭は、中央部分でほぼＵ
－形状またはＶ－形状であり、移行領域で、Ｕ－形状またはＶ－形状から、端部部分の端
部断面形状に滑らかに移行することを特徴とする請求項６に記載のクロス－ビーム部材。
【請求項８】
　壁厚は、中央部分、移行部分及び端部部分の一つまたはそれ以上で変化することを特徴
とする請求項６に記載のクロス－ビーム部材。
【請求項９】
　壁厚は、中央部分の壁厚よりも移行部分で大きいことを特徴とする請求項６に記載のク
ロス－ビーム部材。
【請求項１０】
　壁厚は、中央部分の壁厚よりも移行部分で小さいことを特徴とする請求項６に記載のク
ロス－ビーム部材。
【請求項１１】
　壁厚は、端部部分よりも移行部分で大きいことを特徴とする請求項６に記載のクロス－
ビーム部材。
【請求項１２】
　壁厚は、端部部分よりも移行部分で小さいことを特徴とする請求項６に記載のクロス－
ビーム部材。
【請求項１３】
　クロス－ビーム部材は、ほぼＵ－形状であり、さらに、一体に形成された二つのトレー
リングアームを含んでおり、各トレーリングアームは、接続領域によって定められた長手
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方向に対して横断する方向に、接続領域のいずれかから延びていることを特徴とする請求
項１に記載のクロス－ビーム部材。
【請求項１４】
　一体に形成された各トレーリングアームは末端側端部を有しており、該末端側端部は、
車輪の接続に適していることを特徴とする請求項１３に記載のクロス－ビーム部材。
【請求項１５】
　車両のツイスト－アクスルに使用する単一の管状のクロス－ビーム部材を製造する方法
であって、
　クロス－ビーム部材は、長手方向を定める二つの接続領域と、これらの接続領域の間に
形成された中央部分を有しており、該中央部分は、ねじり弾性を備えると共にほぼ開口断
面の輪郭を有しており、接続領域は、少なくとも一部にねじり剛性を備えており、クロス
－ビーム部材は、周方向にほぼ均一で、かつ、ねじり弾性の中央部分からねじり剛性の各
接続領域に長手方向に変化する壁厚を有しており、
　前記方法は、
　ａ）中央部分に対応する中央領域を有し、クロス－ビーム部材の壁厚に対応する管状ブ
ランクの変化する壁厚を有している、変化する壁厚の管状ブランクを取得するために、均
一な壁厚の最初の管状ブランクを冷間成形するステップと、
　ｂ）クロス－ビーム部材を取得するために、ほぼ開口断面輪郭の中央部分に従う管状ブ
ランクの中央領域を変形するステップと、を含むことを特徴とするクロス－ビーム部材を
製造する方法。
【請求項１６】
　ステップａ）は、中央部分から接続領域に段階的に移行する壁厚を提供するステップを
含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　クロス－ビーム部材は、二つの対向する端部と、対向する端部のいずれかに形成された
接続領域を有しており、クロス－ビーム部材は、さらに、クロス－ビーム部材の対向する
各端部に形成された端部部分と、端部部分と中央部分との間に形成された移行部分と、を
含んでおり、
　前記ステップｂ）は、さらに、各端部部分の断面の輪郭を変更しないままで、クロス－
ビーム部材の横断面の輪郭を、各移行部分で段階的に変化させるように、中央領域を変形
するステップ、を含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　クロス－ビーム部材は、該クロス－ビーム部材の長さに沿って長手方向に変化する横断
面輪郭を有しており、この横断面輪郭は、Ｕ－形状またはＶ－形状の中央部分を有してお
り、
　前記ステップｂ）は、部分的に平坦化された管状ブランクを取得するために、中央部分
に対応する中央領域を平坦にするステップと、Ｕ－形状またはＶ－形状の輪郭を形成する
ために平坦化された領域を曲げ加工するステップと、を有しており、ここで、クロス－ビ
ーム部材の横断面の輪郭は、Ｕ－形状またはＶ－形状の中央部分から接続領域の端部断面
輪郭に滑らかに変化される、ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　ステップａ）は、壁厚が均一で、かつ、最初の外径を有する最初の管状ブランクを提供
するステップと、マンドレルとダイのアセンブリを介して、最初の管状ブランクを引き抜
くステップと、前記マンドレルとダイのアセンブリは、最初の外径よりも小さいダイ開口
部を備えたダイと、異なる外径の領域を有するマンドレルと、を含んでおり、ここで、変
化する壁厚の管状ブランクを取得するために、最初の管状ブランクがダイ開口部を介して
引き抜かれるように、マンドレルはダイ開口部に選択的に配置される、ことを特徴とする
請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　さらに、ステップｂ）の前に、壁厚が変化する管状ブランクの応力を解放するステップ
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を含む、ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２１】
　クロス－ビーム部材は、ほぼＵ－形状であり、接続領域と一体に形成された二つのトレ
ーリングアームを含んでおり、二つのトレーリングアームは、接続領域によって定められ
た長手方向に対して横断する方向に、接続領域のいずれかから延びており、
　前記方法は、さらに、
ｃ）一体のトレーリングアームを形成するために、各接続領域でクロス－ビーム部材を曲
げ加工するステップを含む、ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項２２】
　さらに、ステップｂ）の前に、Ｕ－形状の予備変形した管状ブランクを取得するために
、管状ブランクを予備曲げ加工するステップｂ１）を含む、ことを特徴とする請求項２１
に記載の方法。
【請求項２３】
　さらに、ステップｃ）の後に、または、ステップｂ）の前に、クロス－ビーム部材に加
熱処理及び焼入れ処理するステップｄ）を含む、ことを特徴とする請求項２１に記載の方
法。
【請求項２４】
　加熱処理及び焼入れ処理は接続領域に適用されることを特徴とする請求項２３に記載の
方法。
【請求項２５】
　さらに、ステップｄ）の直後に、クロス－ビーム部材にショットピーニングを適用する
ステップｅ）を含む、ことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　ショットピーニングは、接続領域に適用することを特徴とする請求項２５に記載の方法
。
【請求項２７】
　車両用のツイスト－アクスルであって、該ツイスト－アクスルは、
　車両のフレームに取り付けられるような第１の端部を有する二つのトレーリングアーム
と、一体のアクスルを形成するために、クロス－ビーム部材の二つの接続領域に結合され
、これらの接続領域の間で延びる管状で単一のクロス－ビーム部材と、を含んでおり、管
状のクロス－ビーム部材は、さらに、接続領域の間に形成された中央部分を含んでおり、
中央部分はねじり弾性を有しており、かつ、各接続領域は、各トレーリングアームが結合
される接続領域の少なくとも一部に隣接してねじり剛性を有しており、管状のクロス－ビ
ーム部材は、ほぼ周方向に均一で、ねじり弾性の中央部分からねじり剛性の各接続領域ま
でクロス－ビーム部材の長手方向に沿って変化する壁厚を有している、ことを特徴とする
車両用のツイスト－アクスル。
【請求項２８】
　各トレーリングアームは、車輪の接続に適した第２の端部を有することを特徴とする請
求項２７に記載のツイスト－アクスル。
【請求項２９】
　クロス－ビーム部材は、ほぼＵ－形状であり、さらに、接続領域と一体に形成され、接
続領域のいずれかから、接続領域によって定められた長手方向に対して横断する方向に延
びる、二つの一体形成したトレーリングアームを含むことを特徴とする請求項２７に記載
のツイスト－アクスル。
【請求項３０】
　各一体のトレーリングアームは、末端側端部を有しており、該末端側端部は、車輪を接
続するのに適していることを特徴とする請求項２９に記載のツイスト－アクスル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、一般に、サスペンション及びシャシー構造用の管状の構成部材の分野に関す
るものであり、特に、車両の管状のツイスト－アクスルに適用するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両において、ツイスト－ビームまたはツイスト－アクスルが後部サスペンション構造
体としてよく使用されている。ツイスト－アクスルは、ロードホイールを車両のフレーム
に結合するための二つのトレーリングアームと、これらのトレーリングアームを一体に形
成するように結合するクロス－ビーム部材を有している。各トレーリングアームは、車体
フレームに枢着されている。車輪が凸凹な表面に遭遇したり、車両が旋回する場合のよう
に、ロードホイールが車体フレームに対して均等に配置されない場合に、この不均等な配
置により、トレーリングアームが異なる量だけ旋回され、それによって、クロス－ビーム
部材をねじることになってしまう。クロス－ビーム部材の固有のねじり剛性や抵抗力によ
り、不均等に配置された車輪に復元力を提供することになる。
【０００３】
　車両の乗心地や制御（すなわち、操作性）に関して、ツイスト－アクスルは、ねじり剛
性の追従（コンプライアンス）要件を満たす必要がある。ねじり剛性の追従に関して、ツ
イスト－アクスルは、指定された範囲内でねじり剛性を有する必要があることを意味して
いる。その一方で、ツイスト－アクスルは、荷重支持部材であり、車両の静的荷重や車両
が移動する際の動的荷重などの、線形の荷重を支持するために十分な強度を有するように
設計する必要がある。
【０００４】
　ねじり剛性またはロール剛性と荷重支持要件の両方の要件を満足するツイスト－アクス
ルを製造する多くの提案がなされてきた。例えば、別のトーションバーを組み込んだツイ
スト－アクスルを製造する提案がされている。この設計のトーションバーは、必要なねじ
り剛性または抵抗力を提供する。国際公開ＷＯ２００６／０９６９８０号に記載されてい
るような設計では、必要なねじり抵抗力を提供するために、クロス－ビーム部材に溶接さ
れたトーション部材がトーションバーに置き換えられている。別々の部材により、個別の
設計要件が満たされる。ただし、これらの提案は、追加の製造コストと材料コストが必要
となる。また、米国特許第６６１６１５７号及び米国特許第６４８７８８６号に記載され
ているように、管状ブランクからクロス－ビーム部材を製造する提案がされている。この
ようなクロス－ビーム部材は、全体的なねじり剛性の要件を達成するために、二つの高ね
じれ剛性の移行部分の間に低ねじれ剛性の中央部分を有している。この中央部分は、低ね
じり剛性のＵ－形状、Ｖ－形状または星形－形状の二重壁の断面形状を有している。ただ
し、このようなクロス－ビーム部材にねじり力が作用すると、中央部分と端部部分との間
に配置された移行ゾーンに応力が集中して、耐久性の問題が発生する可能性がある。米国
特許第６７５８９２１号に教示されているように、移行ゾーンに所望の物性を付与して、
割れを防止するために、移行ゾーンを選択的に熱処理することが提案されている。このア
プローチは、追加の製造工程を導入し、さらに熱処理装置が必要となる。
【０００５】
　本発明の目的は、上記した欠点の少なくとも一つを軽減するか、または、防止すること
にある。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、ツイスト－アクスルに使用するクロス－ビーム部材及びこのクロス－ビーム
部材を製造する方法を対象とするものである。本発明の広範な態様には、壁厚が変化する
クロス－ビーム部材が含まれる。ここで、壁の厚さは、予想される部分的な応力要件及び
全体的なねじり剛性の要件を満たすように、クロス－ビーム部材の長さ方向に沿って変化
する。
【０００７】
　一つの実施の形態では、クロス－ビーム部材は、二つの接続領域と、これらの二つの接
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続領域の間の中央部分を有している。中央部分にはねじれ弾性があり、接続領域にはねじ
れ剛性がある。接続領域は、トレーリングアームが剛結合されるか、または、トレーリン
グアームがクロス－ビーム部材に結合される領域である。管状のクロス－ビーム部材は、
ねじれ弾性の中央部分から各ねじれ剛性の接続領域にかけて長手方向に沿って変化する壁
厚を有している。本発明の一つの特徴では、壁厚は、中央部分よりも、接続領域の少なく
とも一部の方が大きい。本発明の他の特徴では、壁厚は、ねじり弾性の中央部分から各ね
じり剛性の接続領域にかけてクロス－ビーム部材に沿って滑らかに変化する。
【０００８】
　他の実施の形態は、壁厚が変化するクロス－ビーム部材を有するツイスト－アクスルで
ある。クロス－ビーム部材は、単一の部材であり、管状ブランクから形成されている。ク
ロス－ビーム部材は、ねじり弾性の中央部分と、二つのねじり剛性の接続領域を有してい
る。クロス－ビーム部材の壁厚は、ねじり弾性の中央部分から各ねじり剛性の接続領域に
、クロス－ビーム部材の長さに沿って長手方向に変化している。この実施の形態の一つの
特徴によれば、クロス－ビーム部材は、ほぼＵ－形状であり、二つのトレーリングアーム
を含んでいる。各トレーリングアームは、接続領域のいずれかに一体に形成され、かつ、
接続領域のいずれかから、中央部分によって定められた方向に対して横断する方向に延び
ている。各トレーリングアームの端部は、これに装着される車輪に適用される。この実施
の形態の他の特徴によれば、ツイスト－アクスルは、クロス－ビーム部材の両端に剛結合
された二つのトレーリングアームを有している。トレーリングアームの一端は、車両のフ
レームに接続されるために適用され、また、トレーリングアームの他端は、これに装着さ
れる車輪に適用される。
【０００９】
　他の特徴では、本発明は、様々な組み合わせと上述した特徴のサブセットを提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　説明が目的であり、限定するものではないが、本発明の上述した特徴及び他の特徴は、
添付した図面を参照してさらに詳細に説明される。
【図１】図１は、本発明の実施の形態に従うクロス－ビーム部材を含むツイスト－アクス
ルの斜視図である。
【図２】図２は、図１に示すツイスト－アクスルに使用するクロス－ビーム部材の斜視図
である。
【図３】図３は、図２の３－３線に沿って示すクロス－ビーム部材の断面図である。
【図４】図４は、図２の４－４線に沿って示すクロス－ビーム部材の断面図である。
【図５】図５は、図２の５－５線に沿って示すクロス－ビーム部材の断面図である。
【図６】図６は、図２の６－６線に沿って示すクロス－ビーム部材の断面図である。
【図７Ａ】図７Ａは、図２に示すクロス－ビーム部材を製造するための管状ブランクの長
手方向の断面図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、図７Ａに示す管状ブランクを形成するために使用することができる
一定壁厚の最初の管状ブランクを示す図である。
【図７Ｃ】図７Ｃは、図７Ａに示す管状ブランクから形成される部分的に平坦化された管
状ブランクを示す図である。
【図８Ａ】図８Ａは、壁厚の長手方向の輪郭の例を示す図である（一方の半分だけが示さ
れており、他の半分は、左右対称の鏡像である）。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図２に示す、３つの設計ゾーンに分割された移行部分を有するクロ
ス－ビーム部材の壁厚の長手方向の輪郭の他の例を示す図である（一方の半分だけが示さ
れており、他の半分は、左右対称の鏡像である）。
【図８Ｃ】図８Ｃは、図２に示す、テーパー付けられた壁厚の移行部分を有するクロス－
ビーム部材の壁厚の長手方向の輪郭のさらに他の例を示す図である（一方の半分だけが示
されており、他の半分は、左右対称の鏡像である）。
【図８Ｄ】図８Ｄは、クロス－ビーム部材の半分の全体に沿ってテーパー付けられた壁厚



(7) JP 2012-505784 A 2012.3.8

10

20

30

40

50

を有する壁厚の長手方向の輪郭のさらに他の例を示す図である（一方の半分だけが示され
ており、他の半分は、左右対称の鏡像である）。
【図９Ａ】図９Ａは、図２に示すクロス－ビーム部材の他の実施の形態の例を示す平面図
である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、図９Ａに示すクロス－ビーム部材の壁厚の長手方向の輪郭（一方の
半分だけが示されており、他の半分は、左右対称の鏡像である）の例を示す図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、図９Ａに示すクロス－ビーム部材を生産するための工程のステップ
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の説明及びそこに記載されている実施例は、本発明の原則の特定の実施例を例示す
る方法で提供する。これらの実施例は、本発明の原則を説明するために提供するものであ
り、本発明を限定するものではない。
　以下の説明では、同様の部品は、明細書及び図面を通して、それぞれ同様の参照番号を
用いて記載される。
【００１２】
　図１には、サスペンション構造体、特に、リアサスペンション構造体におけるツイスト
－アクスル１００が示されている。ツイスト－アクスル１００は、クロス－ビーム部材１
０２を含んでいる。このクロス－ビーム部材は、概して長く、二つの対向する端部１０４
を有している。ツイスト－アクスル１００は、通常、二つのサイドトレーリングアーム１
０６を備えている。
【００１３】
　各トレーリングアーム１０６は、図１に示すように、第１の端部１０８と第２の端部１
１０を有している。第１の端部１０８は、例えば、接続継手１１２を介して車両のフレー
ム（図示しない）に枢着される。各トレーリングアーム１０６は、後輪（図示しない）を
支持するために、第２の端部１１０に隣接して固定されたホイールマウント１１４を有し
ている。また、スプリングシート１１６、サスペンション構成部材を支持する他の支持構
造体または他のアタッチメントは、トレーリングアーム１０６及び／またはクロス－ビー
ム部材１０２に固定されている。各トレーリングアーム１０６は、溶接、ボルト結合、ま
たは、他の任意の適切な手段によって、クロス－ビーム部材１０２に剛結合されている。
トレーリングアームをクロス－ビーム部材１０２に接続する領域が接続領域１１８であり
、この場合、クロス－ビーム部材１０２の端部１０４である。
【００１４】
　車両が凸凹な道路の路面に沿って移動すると、車輪は、道路の路面に従って上下に移動
する傾向がある。車両の両側の車輪が、車両の車体に対して異なる量だけ上下に移動する
と、二つのトレーリングアーム１０６は、車輪の不均等な垂直方向の変位により、異なる
角度だけ旋回する。クロス－ビーム部材１０２の各端部１０４がトレーリングアーム１０
６に取り付けられているため、トレーリングアーム１０６がクロス－ビーム部材１０２の
両端で異なる量だけ旋回すると、この異なる量の旋回により、クロス－ビーム部材１０２
の両端がねじれてしまうことになる。このねじれに対応して、クロス－ビーム部材は、そ
の固有のねじり剛性のために復元力を提供する。同様に、車両が旋回した場合、車両のば
ね上質量の重心の中心に作用する遠心力により、車両の一方の側から他方の側に、その結
果、一方の車輪から他方の車輪に車両重量がシフトして、クロス－ビーム部材のねじり抵
抗のために、トレーリングアームが不均等に旋回することになる。クロス－ビーム部材は
、良好な乗り心地とタイヤの路面との良好な接触により、良好な制御性を提供するように
、過大なねじり剛性ではないが、十分なねじり剛性であることが望ましい。
【００１５】
　図２～図６には、分離したクロス－ビーム部材１０２のいくつかの選択した位置での横
断面形状の例が示されている。説明したように、クロス－ビーム部材１０２は、概して長
く、長手方向に定められた二つの端部１０４を有している。クロス－ビーム部材１０２は
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、中央部、すなわち、中央部分２０２と、二つの端部を有している。各端部は、両端１０
４のいずれか一方に形成された端部部分２０４と、端部部分２０４と中央部分２０２との
間に形成された移行部分２０６を含んでいる。中央部分２０２は、要求されるねじれ抵抗
を提供するねじれ弾性である。この実施の形態の端部部分２０４は、接続領域１１８であ
り、また、ねじれ剛性である。移行部分２０６は、ねじれ弾性の中央部分からねじれ剛性
の端部分への移行部を提供する。後述するように、クロス－ビーム部材１０２は、好適に
は、中央部分２０２、移行部分２０６及び端部分２０４が一体に構成された管状ブランク
から形成されている。端部部分２０４は、好適には、サイドトレーリングアーム１０６に
取り付けられるのに適している。
【００１６】
　クロス－ビーム部材１０２の横断面形状、すなわち、長手方向に対して横断する断面の
断面形状は、クロス－ビーム部材の長さに沿って変化している。中央部分２０２の横断面
は、開口した輪郭（外形）、すなわち、少なくとも二つの脚部を有する輪郭を備えている
。脚部は、一端で結合されるか、少なくとも接続されて、長手方向にほぼ横切るように延
びているため、他端は、開口した輪郭を形成するように互いに間隔をあけて離されている
。このような開口した輪郭の例として、Ｕ－輪郭、Ｖ－輪郭、Ｃ－輪郭、Ｘ－輪郭、また
は、一般的な星形－形状輪郭が含まれる。このような開口した輪郭により、クロス－ビー
ム部材に作用するトルクによって長手方向に沿ってねじられたり、曲げられた際に、脚部
の弾性形状変形とそれに続くトルクが解除された際のスプリングバックによって、中央部
分２０２がねじり弾性にすることができる。この中央部分のねじり弾性またはねじり剛性
は、例えば、クロス－ビーム部材の中央部分の開口した輪郭、断面形状、または、壁厚を
有する中央部分の長さを調整することによって調整することができる。ねじれ弾性の中央
部分を提供するために適している他の任意の横断面形状の輪郭を選択することもできる。
【００１７】
　図３及び図４に示すクロス－ビーム部材の断面輪郭２１０は、一般的なＵ－形状を有し
ている。Ｕ－形状の横断面輪郭２１０は、二つの脚部２１２と、これらの脚部を結合する
中央接続部分２１４を有する。中央部分２０２の横断面輪郭は、平坦なループの形状を有
する。このような輪郭は、管状ブランクの一部を平らにして、さらに、Ｕ－形状内に平坦
な部分を形成することによって得ることができる。これは、２ステップの工程、すなわち
、平坦化とその後の造形（シェーピング）の工程、または、組み合わせたワンステップの
成形工程とすることができる。
【００１８】
　図６において見ることができるように、端部部分２０４は、円形、楕円、または他の非
円形形状である断面形状を有している。このような形状は、端部部分をサイドトレーリン
グアームに取り付けるために適している。このような横断面形状はまた、前述したように
、接続領域であるねじり剛性の端部部分を提供する。移行部分２０６の横断面形状は、中
央部分２０２の横断面形状から端部部分２０４の横断面形状に移行している。図５に示す
例では、好適には、このような移行が滑らかで、かつ、緩やかである。クロス－ビーム部
材がその両端１０４に作用する反対方向のねじり力によってねじられた場合、移行部分は
、そのねじり力を中央部分に伝達する。滑らかな移行により、中央部分が、端部部分に作
用して、移行部分を介して伝達されたねじり力によってねじられる場合に、移行部分に集
中する増大した応力を回避することができる。
【００１９】
　移行部分の断面形状は、中央部分のＵ－形状またはＶ－形状の断面形状から、端部部分
の楕円形状のような断面形状に移行する。移行部分は、長手方向に対して横断するように
部分的に内側に押圧されているので、移行部分の形状が変化して、移行部分にねじり弾性
を付与する。移行部分は、その断面形状が変化するため、端部部分の近辺よりも中央部分
の近辺の方がよりねじり弾性がある。移行部分の断面形状と断面形状の長手方向の変化は
、例えば、中央部分の押圧成形中に固定された端部部分を保持する成形工程によって決定
することができ、或いは、移行領域用に設計された成型金型によって、ねじり弾性及び移
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行領域におけるねじり弾性の変化をより正確に制御することによって決定することができ
る。また、理解できるように、移行部分における壁厚とその長手方向の変化がねじり弾性
及びその変化に影響する。
【００２０】
　図２を参照すると、本発明のクロス－ビーム部材１０２は、図２に表した長手方向の輪
郭２２２で示すように、好適には、長さにそって変化する壁厚ｔを備えている。例示した
クロス－ビーム部材１０２は、図３から図６で見ることができるように、周方向にほぼ均
一であり、かつ、図２で見ることができるように、クロス－ビーム部材に沿って長手方向
に変化する壁厚を有している。通常、長手方向の輪郭２２２は、ほぼ対称である。つまり
、クロス－ビーム部材の壁厚は、クロス－ビーム部材の中心から両端に移動する際に均等
に変化する。ただし、非対称な長手方向の輪郭も、例えば、任意の非対称形状または荷重
条件に適応する必要がある場合には、考慮される。
【００２１】
　図２は、壁厚の長手方向の変化の例、すなわち、クロス－ビーム部材の長さに沿って長
手方向に変化する壁厚の例を示している。図２に示す中央部分２０２は、薄壁、すなわち
、厚さが最も小さい壁を有している。クロス－ビーム部材の大きな壁厚は、移行部分２０
６で発生する。好適な実施の形態では、壁厚ｔは、全体的な長手方向の輪郭２２２で示す
ように、一つの部分から次の部分に滑らかに移行する。移行部分の移行断面輪郭の滑らか
な移行と同様に、一つの壁厚から次の壁厚へ、または、一つの部分から他の部分への壁厚
の滑らかな移行は、特に、滑らかでない移行領域において、増大した局部応力の集中を回
避することができる。
【００２２】
　前述したように、クロス－ビーム部材は、ねじり剛性のコンプライアンス要件を満たす
必要がある。クロス－ビーム部材はまた、耐荷重部材であり、ねじり、曲げ、せん断、及
び、軸方向荷重によって生成される応力レベルに耐えるために、必要な強度を有する必要
がある。前述したように、移行部分は、両端に作用するねじり力を中央部分に伝達する。
移行部分の断面形状により、クロス－ビーム部材がねじられた場合に、移行部分に応力集
中が起こる可能性がある。別な問題であるが、耐久性は、頻繁にねじられることによって
移行部分の高応力領域に発生する潜在的な亀裂によって影響される傾向がある。理解でき
るように、大きな厚さにより、特定の構造における応力を減少させることができ、また、
比例して、剛性を増加させることができる。低剛性と最大許容応力要件との間の妥協点と
なるクロス－ビーム部材のために、一定の壁厚を選択する代わりに、クロス－ビーム部材
の壁厚と長さに沿った変位が「チューニング（調整）」される。換言すると、壁厚及びそ
の長手方向の変位は、全体の耐荷重性やねじり剛性要件及び予想される局部応力集中など
の設計要求にしたがって調整される。壁厚の変化は、局部の応力集中を支持するために選
択される。例えば、壁厚は、大きな応力集中が予想される領域は大きく（厚く）、そのよ
うな大きな応力集中が予想されない領域では小さい。壁厚は、また、より順応性が要求さ
れる領域では減少させることができる。壁厚の変化は、局部応力がより均等に分散される
ように、局部応力集中を最小限にするように選択することができる。局部応力を均等に分
散させることにより、より少ない応力集中が高応力領域に早期の故障を引き起こさないよ
うに、特に、厳しい荷重条件下にある場合に、構成部品の寿命を延ばすことができる。
【００２３】
　理解できるように、クロス－ビーム部材の中央部分、移行部分及び端部部分のいずれか
一つを「調整する」ことができ、また、局部応力分布、全体的なねじり剛性のコンプライ
アンスなどの設計要件を満足しながら、クロス－ビーム部材の長さに沿って質量の分布を
最適化するためにしばしば調整される。例えば、荷重支持要件が要求される場合、中央部
分は、移行部分、端部部分または両方の部分よりも大きな壁厚を有することができ、或い
は、中央部分は、他の部分の一つの壁厚とほぼ同じ壁厚を有することができる。同様に、
他の部分も、必要に応じて、大きいまたは小さい壁厚を有することができる。任意の二つ
の部分、例えば、端部部分及び移行部分はまた、同じ壁厚を有することができる。さらに
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、クロス－ビーム部材を、中央部分と、二つの移行部分と、二つの端部部分に分割し、ま
た、各部分がほぼ均一の壁厚を有するように処理することは、単に、説明上の便宜のため
である。これらの部分のいずれかは、所望により、または、必要な場合には、各部分内に
変化する壁厚を有するサブセクションに分割することができる。
【００２４】
　一般に、クロス－ビーム部材の壁厚は、必要に応じて、長手方向に変化する。例えば、
各部分自体が、変化する壁厚を有することができる。各部分及び各部分内の壁厚の変化は
、予想される局部応力に従って、なかでも、ねじり剛性の全体的な要件、荷重支持要件、
材料の選択、クロス－ビーム部材の全体の寸法と各部分の長さ、耐久性の要件などの追加
要件に従って、調整、すなわち、調節される。図２に、長手方向の輪郭の一例を示す。ク
ロス－ビーム部材１０２は他の形状を有することができ、図２に示す形状に限定されない
ことは理解できることである。クロス－ビーム部材の形状を変更することは、局部応力分
布、全体的なねじり剛性及び耐荷重能力を異ならせることができ、また、壁厚の異なる長
手方向の変化につながる可能性がある。
【００２５】
　図２に示すように、変化する壁厚を有するクロス－ビーム部材は、後述する図７に示す
ように変化する内径と一定の外径を有する管状ブランク７００から形成することができる
。変化する壁厚を有する管状ブランク７００自体は、ＰＣＴ／ＣＡ２００２／００４６４
のＰＣＴ出願に記載されているような任意の適切な技術を使用して形成することができる
。このＰＣＴ出願の内容全体が、参照することによって組み込まれる。簡単に説明すると
、単一の外径と変化する内径を有する管状ブランク７００は、往復マンドレルとダイのア
センブリを使用する冷間成形加工により、一定の壁厚の素管７２０から形成することがで
きる。ダイは、管状ブランク７００の外径に対応する開口を備えたダイキャビティを有し
ている。マンドレルは異なる直径の部分を有しているか、または、テーパー付けられた部
分を有している。管状ブランクを冷間成形する場合、マンドレルは管の内側に配置され、
ダイの開口部の内外に選択的に移動されるか、或いは、異なる直径の部分がダイの開口部
に選択的に配置される。ダイの開口部の寸法は、最初の管（素管）の初期の外径よりも小
さい。素管がダイの開口部に押し通されると、成形される管の外径がダイの開口部の寸法
まで縮小される。ダイを通過した管の壁は、マンドレルによって所望の位置で圧縮され、
それによって、壁は、ダイの開口部に配置されたマンドレルの部分とダイの開口部自体と
の間の隙間によって限定された厚さに制限される。マンドレルをダイの開口部から取り除
いた場合、このような圧縮は不可能であり、また、壁の厚さは、マンドレルによって影響
を受けることはない。管がダイの開口部を介して引き出されるように、マンドレルをダイ
の開口部の内外に選択的に移動させることによって、また、マンドレルの異なる直径の部
分をダイの開口部に選択的に配置することによって、変化する壁厚の管状ブランクが得ら
れる。管状ブランクが所望の長さ、すなわち、設計通りの長さに達した場合、管は切断さ
れ、すなわち、素管から切り離される。
【００２６】
　例えば、最初に、素管７２０がダイの開口部から引き出された場合、ダイの開口部に配
置されたマンドレルの部分は、マンドレルの直径とダイの開口部の直径との間の差が、所
望の壁厚の端部部分を形成するように、端部部分の壁厚の二倍の直径を有している。所望
の長さの端部部分を形成した後、移行部分を形成するために、マンドレルの他の領域がダ
イの開口部の中で徐々に移動される。この領域のマンドレルの直径とダイの開口部の直径
との間の差は、移行部分の壁厚の二倍である。マンドレルの再配置を緩やかにすると、壁
厚の変化、すなわち、端部部分の壁厚から移行部分の壁厚への移行部分の壁厚も滑らかに
なる傾向がある。所望の長さの移行部分を形成した後、マンドレルの他の異なる領域がダ
イの開口部の中で徐々に移動される。この領域では、ダイの開口部の直径とマンドレルの
直径との差は、中央部分の厚さの二倍である。中央部分を形成した後、マンドレルは、第
２の移行部分を形成するために、再び、再配置され、その後、第２の端部部分を形成する
ために、再度、再配置される。次に、管は、クロス－ビーム部材に対応する変化する壁厚
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を有する管状ブランクを得るために切断される。
【００２７】
　このようにして、壁厚が変化する管状ブランクが、均一な壁厚の素管ブランクから冷間
成形される場合、冷間成形工程により、変形した領域に応力が導入されるため、さらに加
工するためには、冷間成形した管状ブランクは、硬くなりすぎるか、あまりにも脆弱にな
ることがある。好適には、冷間成形した管状ブランクは、この管状ブランクをクロス－ビ
ーム部材に形成する前に、応力が解放される。
【００２８】
　理解できるように、図７Ａに示す管状ブランク７００は均一の外径を有しているが、こ
のような管状ブランクを使用することは、便宜のためだけである。特に、ダイの開口部に
固定されたダイセットを使用する管状ブランクの製造の便宜のためである。管状ブランク
７００を生産するために、他の形式のダイセットと他の成形技術を採用することができる
。したがって、管状ブランクは、内径の変化、外径の変化、または、内外径の変化の組み
合わせにより、変化する壁厚を有することができる。例えば、図７Ａに示す管状ブランク
は、管状ブランク７００の長さに沿って変化する管の内径７１０と一定の外径７１２を有
している。内径と外径の間の距離が壁の厚さである。管状ブランクの長さに沿って差が変
化すると、それに応じて壁の厚さも変化する。図７Ａに示す例では、管状ブランクの壁厚
の変化と、管状ブランクから形成されたクロス－ビーム部材の壁厚の変化は、外径はほぼ
一定のままで、内径が変化するだけである。また、管状ブランクの長さに沿って、管の内
径７１０を一定に維持して、外径７１２を変化させることも可能である。その時には、壁
の厚さの変化は、外径の変化だけである。当然に、内径と外径の両方を、管状ブランクの
長さに沿って変化させて、管状ブランクに沿う壁厚の変化に、結果的に、クロス－ビーム
部材の壁厚の変化に貢献させることができる。
【００２９】
　図７Ａは、長手方向の壁厚７０２の輪郭を、図２に示すクロス－ビーム部材の輪郭に対
応させた管状ブランク７００の例を示す。図７Ａに示す管状ブランクは、端部部分２０４
に対応する二つの対向する端部領域７０６と、端部領域７０６と中央領域７０４との間に
形成された二つの中間の移行領域７０８と、移行領域７０８の間に形成された中央領域７
０４と、を有している。移行領域７０８は移行部分２０６に対応しており、また、中央領
域７０４は中央部分２０２に対応している。以下に説明する成形工程によるいくつかの壁
厚の小さな変更以外には、端部領域の壁厚は、クロス－ビーム部材の端部部分２０４の壁
厚と本質的に同じであり、移行領域７０８の壁厚は、移行領域２０６の壁厚と本質的に同
じであり、また、中央領域７０４の壁厚は、クロス－ビーム部材の中央部分の壁厚と本質
的に同じである。このような管状ブランク７００を取得後、管状ブランクは、クロス－ビ
ーム部材を得るために、変形、たとえば、プレス成形される。
【００３０】
　クロス－ビーム部材１０２を形成するために、管状ブランク７００は、最初に、中央の
かなりの部分が平坦にされ、さらに、Ｕ－形状の断面輪郭の中央領域７０４に変形される
。中央領域７０４をＵ－形状輪郭に形成することは、例えば、２ステップの工程とするこ
とができる。２ステップの工程では、第１ステップは中央部分を平坦にすることであり、
図７Ｃに示すように、中央領域のかなりの部分、または、中央領域とこの中央領域に隣接
する移行部分の一部が、部分的に平坦化された管状ブランク７３０を取得するために、平
坦にされる。部分的に平坦化された管状ブランク７３０の平坦化された部分７３２は、続
いて、Ｕ－形状の断面輪郭を形成するように曲げられる。もちろん、これらの二つのステ
ップ、すなわち、平坦化加工と曲げ加工は、複合した一つのステップの工程で実行するこ
とができる。例えば、管状ブランク７００は、長手方向にＵ－形状の表面を有する成形ダ
イに配置され、続いて、この成形ダイのＵ－形状の表面に従って、管状ブランクのかなり
の部分が平坦化されると同時に変形される。例えば、成形ダイによって形づけられ、また
は、押圧されると共に曲げられて、中央領域７０４が変形されると、中間の移行領域７０
８は、中央領域７０４が変形されることによって作用する力によって変形される。好適に
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は、クロス－ビーム部材の断面輪郭は、一方の端部部分から、移行部分及び中央部分を介
して、他方の端部部分に滑らかに移行する。長手方向に輪郭２２２の壁厚を有し、ほぼＵ
－形状の中央領域からほぼ平坦な楕円形状の端部近傍部に移行するクロス－ビーム部材１
０２を管状ブランクから形成することができる。
【００３１】
　上述したように、端部部分、移行部分及び中央部分は、一般に、一定の壁厚を有する必
要はない。それらのいずれかが、これらの部分の設計要件を満たすために異なる壁厚の領
域を有することができる。図８Ａは、クロス－ビーム部材の長手方向の輪郭の例を示して
おり、移行部分は二つの領域に分割され、端部部分の近傍は大きい壁厚を有しているが、
他の領域の壁厚は小さい。図８Ｂは他の例を示しており、移行部分２０６は、三つのゾー
ン、すなわち、ゾーン１、ゾーン２及びゾーン３に分割され、ゾーン１は端部部分２０４
に隣接すると共にゾーン３は中央部分２０２に隣接している。ゾーン２は、ゾーン１とゾ
ーン３との間に形成されている。これらの各ゾーンは、設計要件に従って壁の厚さを調節
、すなわち、調整することができ、設計ゾーンと呼ばれる。一つの例として、ゾーン１の
壁厚はゾーン２の壁厚よりも大きく、ゾーン２の壁厚はゾーン３の壁厚よりも大きく、ま
た、ゾーン３の壁厚は中央部分の壁厚よりも大きくすることができる。別の例として、ゾ
ーン３は最小の壁厚を有し、ゾーン２は最大の壁厚を有し、また、中央部分は、ゾーン２
とゾーン３の間の壁厚を有することができる。当然ではあるが、特定の設計要件及び異な
る特定の車両の制約によって、各部分の設計ゾーンの数を異ならせること、これらの各ゾ
ーンを他の壁厚の分布とすること、及び、それらの値を中央部分と端部部分の壁厚に関連
させることが可能である。図８Ｃは、壁厚の変化の別の例を示している。端部部分２０４
の壁厚は、中央部分２０２の壁厚よりも大きい。端部部分２０４と中央部分２０２との間
の移行部分２０６は、テーパー付けられた壁厚、すなわち、移行部分の壁厚が中央部分に
向けて連続的に減少する壁厚を有している。図８Ｄは、全ての三つの部分、すなわち、端
部部分２０４、移行部分２０６及び中央部分２０２において、壁厚が、クロス－ビーム部
材の中央部分に向けて連続して減少する、さらに他の例を提供する。
【００３２】
　図９Ａは、他の実施の形態のツイスト－アクスル１００’の例を示している。ほぼ直線
状のクロス－ビーム部材の代わりに、ツイスト－アクスル１００’は、ほぼＵ－形状のク
ロス－ビーム部材１０２’を有している。Ｕ－形状のクロス－ビーム部材１０２’は、ほ
ぼ直線状の中央部分２０２と、Ｕ－形状の脚部に形成された二つの一体のトレーリングア
ーム１２０を備えた二つの移行部分２０６を有している。一体のトレーリングアーム１２
０のそれぞれは、Ｕ－形状のクロス－ビーム部材１０２’の接続領域１１８から延在して
いる。各一体のトレーリングアーム１２０は末端側端部１２２を有しており、この末端側
端部には、ホイールマウント１１４が固定され、車輪を接続するのに適している。中央部
分２０２、移行部分２０６、接続領域１１８’、及び、一体に形成されたトレーリングア
ーム１２０を含むＵ－形状のクロス－ビーム部材１０２’は一体部品であり、以下に詳述
するように、一つの管状ブランクから形成されている。中央部分２０２、移行部分２０６
、接続領域１１８’の形状と横断面の輪郭は、曲げられた接続領域１１８を除いて、ツイ
スト－アクスル１００のほぼ直線状のクロス－ビーム部材１０２と実質的に同様であるた
め、ここでは詳しくは説明しない。
【００３３】
　ツイスト－アクスル１００’は、また、図２に示すツイスト－アクスル１００のトレー
リングアーム１０６の前側部分に対応する一対のサイドアーム１２４を有している。各サ
イドアーム１２４は、クロス－ビーム部材１０２’の接続領域に固定するために適した一
方の端部を有している。図９Ａに示す例では、サイドアーム１２４は、スプリングシート
１１６と、クロス－ビーム部材１０２’の接続領域１１８’に溶着されている。各サイド
アーム１２４は、例えば、接続具１１２を介して車両のフレームに接続するのに適した他
方の端部を有している。サイドアーム１２４は管状とすることができるか、または、型で
打ち抜くことができる。これらはまた、開断面形状または閉断面形状にすることもできる
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。
【００３４】
　クロス－ビーム部材１０２’は、その長さに沿って変化する壁厚を有している。壁の厚
さの変化は、ねじれ弾性の中央部分とねじり剛性の接続部分を提供する。各接続領域１１
８’の一部、ここでは一体に形成されたトレーリングアーム１０６は、少なくとも、ねじ
り剛性に形成される。壁厚は、クロス－ビーム部材に沿って、一方の末端側端部１２２か
ら他方の末端側端部１２２に滑らかに変化する。
【００３５】
　図９Ｂは、クロス－ビーム部材１０２’（一方の半分だけを示し、他方の半分は鏡像で
ある）の壁の厚さの長手方向の輪郭の例を示す。壁厚は、一体形成のトレーリングアーム
１２０部分で約２．７ｍｍであり、続いて、接続領域１１８’で約３．４ｍｍに増加する
。壁厚は、中央部分２０２が最小で、この例では、約１．７ｍｍである。図９Ｂに示すク
ロス－ビーム部材１０２’の例では、各接続領域１１８’と中央部分２０２との間に形成
された移行部分２０６を有している。移行部分２０６は、この例では、接続領域の壁厚と
中央部分の壁厚との間の壁厚を有しており、約２．３ｍｍである。当然ながら、この例に
おいて、異なる領域の相対的な壁厚とその値を図示するだけであり、特定の設計要件及び
異なる特定の車両の制約に応じて異ならせることができることは理解されるであろう。
【００３６】
　クロス－ビーム部材１０２’を形成するためには、一連のステップが必要である。図９
Ｃには、クロス－ビーム部材１０２’を形成するためのいくつかの追加のステップを含む
、工程のステップが示されている。工程９００は、変化する壁厚の管状ブランク７００を
形成する工程（ステップ９１０）で開始される。変化する壁厚の管状ブランクを形成する
工程の詳細は、クロス－ビーム部材１０２の形成に関連して提供しており、ここでは繰り
返して説明しない。管状ブランク７００は、図９Ｂに示す一例である、クロス－ビーム部
材１０２’に対応する長手方向の壁厚の輪郭を有している。管状ブランク７００は、続い
て、クロス－ビーム部材の中央領域と接続領域に対応する領域などの、相当の変形が予想
される領域で応力が解放される（ステップ９１２）。次に、追加的に、予備曲げ加工ステ
ップ９１４で、応力が解放された管状ブランクが、この応力が解放された管状ブランクを
「Ｕ」形状にするように、接続領域で曲げられる。次に、ステップ９１６で、ほぼ直線状
のクロス－ビーム部材１０２の形成に関連して説明した前述した方法で、中央部分がほぼ
開断面輪郭を形成するように形成される。前述した方法はここでは繰り返さない。次に、
ステップ９１８で、一体成形されたトレーリングアーム１２０が形成される。このステッ
プでは、一体成形されたトレーリングアーム１２０は、必要な寸法にすることができる。
最後に、追加的に、接続領域や移行領域などの高い強度が必要とされるか望まれる領域に
、加熱処理と焼入れ処理が適用される（ステップ９２０）と共に、これらの領域にショッ
トピーニングが適用される（ステップ９２２）。利便のために、または、好適には、加熱
処理と焼入れ処理は、クロス－ビーム部材１０２’の全体に適用することができる。同様
に、部分的にまたは全体の表面の両方にショットピーニングが意図される。ショットピー
ニングは、管状のクロス－ビーム部材１０２’の内面、外面、または、内外面の両方にも
適用することができる。
【００３７】
　前述したように、上記したステップの一部は省略可能である。例えば、特定の応用や生
産の要件によって、加熱処理と焼入れ処理（ステップ９２０）、直後のショットピーニン
グのステップ９２２は、必要としないことがある。さらに、理解されるように、図示して
説明した順序に従ういくつかのステップは、必要としない可能性がある。例えば、加熱処
理及び焼入れ処理（ステップ９２０）と、後続のショットピーニングのステップ９２２は
、設計要件に応じて、予備曲げ加工ステップ（ステップ９１４）の前に、再度、実施する
こともできる。
【００３８】
　任意の与えられた荷重要件及びねじり剛性要件のために、壁厚は、材料の選択によって
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影響されることを理解されたい。クロス－ビーム部材の製造に適した一つの材料は、ＨＳ
ＬＡ８０Ｆ鋼（ＹＳ８０ｋｓｉ、ＵＴＳ９５ｋｓｉ，２０％の一様な伸び）などのＨＳＬ
Ａ鋼である。ＨＳＬＡ鋼は、一般に、いくつかの典型的な応用では、クロス－ビーム部材
を形成した後の焼入れ、焼きし処理を必要とすることなく、必要な高強度を提供するのに
適している。ＨＳＬＡ鋼が望ましいが、他の材料を使用できることもできる。例えば、熱
処理は回避する方が好ましいが、さらに重量を減少させるために、或いは、特に、低剛性
値を満足するために、高い強度を有するが熱処理を必要とする他の材料を使用することも
考えられる。このような一つの材料はボロン鋼である。ボロン鋼は、かなり高い強度のた
め、より軽量で、または、より低剛性のアクスル（車軸）を、ＨＳＬＡ鋼よりも簡単に荷
重要件を満たすことができる。クロス－ビーム部材は、Ｍｎ２２Ｂ５などのボロン鋼から
製造することができる。ただし、移行部分の熱処理は、一般に、所望の降伏点を達成する
ために、熱処理した領域を強化する必要がある。移行部分は、中央部分がＵ－形状断面の
輪郭に形成される前、または、後に、熱処理することができる。熱処理はまた、より高い
強度が要求される特定の領域が考えられる。そのような例が、Ｕ－形状のクロス－ビーム
部材を形成する記載に関連して、上述されている。
【００３９】
　本発明の種々の実施の形態が詳細に記載されている。当業者であれば、発明の範囲から
離れることなく、数々の修正、適用、変更が可能であることを理解するだろう。上記した
ベストモードの変更や追加は、自然、精神または本発明の範囲から離れることなく行うこ
とができるので、本発明は、添付した請求項だけでなく、これらの詳細に限定されるもの
ではない。

【図１】 【図２】
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